～北海道最低賃金審議会より引上げ答申～

１．北海道最低賃金審議会（会長　道幸哲也）は、平成１９年８月２３日、「平成１９年度北海道最低賃金の改定決定について」北海道労働局長に対して答申を行いました。
　　①１時間６５４円（１０円引き上げ）とする。
　　②北海道地域で事業を営む使用人及びその労働者に適用される。
　　③精皆勤手当、通勤手当及び家族手当は、最低賃金額に算入しない。
　　④法定どおり（平成１９年１０月１９日予定）効力発生とする。

２．答申は、平成１９年７月１９日北海道労働局長から「平成１９年度北海道最低賃金の改正決定について」の諮問を受け、８月１０日に示された中央最低賃金審議会の答申「平成１９年度地域別最低賃金額改定の目安について」を参考にし、北海道における賃金実態調査結果及び経済状況等の実態を考慮し、現下の最低賃金を取り巻く状況を踏まえ、成長力底上げ戦略推進円卓会議における賃金の底上げに関する議論にも考慮し、慎重に審議を重ねた結果、結論を得たものである。

３．今後、異議申立てがあった場合等の所要の手続きが終了すると、１０月１９日から改正された最低賃金が道内の約２０万事業所で働く約２１０万人の労働者に適用される予定。

４．北海道労働局では、本年１１月の最低賃金周知月間を中心として、啓発ポスター・カレンダーの作成配付、北海道、札幌市はじめ道内市町村の広報紙等への掲載依頼、各種会議、集団指導時等の説明案内などを通じ、改正最低賃金の周知を図ると共に各労働基準監督署の監督指導により履行確保に努めることとしている。

